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登校 
〇 ８：０５までは、教室で朝の準備をします。 

〇 登校したら、名札を左胸に付けます。 

○ 進んで朝のあいさつをする。 

○ 安全上、帽子をかぶって登校する。 

（１～３年生は目立ちやすい黄色の帽子、４年生からは自分の帽子でも可。） 

 

学習 
○ 正しい姿勢で勉強をする。（例 足の裏を床につける。背筋を伸ばす。） 

○ 先生や友達の話をしっかり聞く。 

○ うわばきのかかとはふまない。（姿勢の悪さにつながったり、体育館での体育のときぬげや

すくなったりする。当然、すぐにやぶれやすくなる。） 

○ 学習に必要のないものは持ってこない。持ち物には記名しておく。 

  筆箱の中身 

  ・えんぴつ 5本程度（２Ｂ～ＨＢ） 

  ・赤えんぴつ１本（学年の学習状況によっては青えんぴつ 1本） 

  ・消しゴム １個（シンプルでよく消えるもの） 

  ・１５ｃｍ定規（シンプルなデザインのもの） 

○ 体育の時の服装は、赤白帽子（ゴムつき）、体育着で行う。 

  冬季や寒い時期については、トレーナーやスエットなど運動に適した上着を着てもよい。なお、

チャックやフード付きのものは、けがの危険があるため使用できない。アンダーウエアを着用

する場合は体育用のものを準備し、体育終了後は着替えをするなど、汗の処理や体温調節を自

分でできるようにする。 

 
休み時間 

○ 次の学習の準備をして、休み時間に入る。 
○ 雨天時は、図書室か教室で静かに過ごす。※教室にあるトランプ、ウノ、動物将棋などを使用

してもよい。（個人の物を持ち込みは不可） 
○ 休み時間が終わったら、うがい・手洗いをして教室に戻る。 
○ 児童はベランダに出てはいけない。 
○ ろうかや階段は右側を歩く。 
○ 下駄箱にくつをそろえて入れる。 
 

給食 
○ 石けんで必ず手を洗い、手指消毒をする。 

○ 当番は、身支度をして配膳を行う。（白衣、マスク、テーブルクロス） 

○ 口ふきタオル・テーブルクロスは、毎日持ち帰って取り替え・歯ブラシ・コップは毎日洗う。 

○ 食事のマナーを守る。 

○ １３：００までは給食の時間なので教室で静かに待つ。（読書や自由帳・連絡帳を書くなど） 

 

そうじ 
○ 自分のぞうきんを持って行く。（担当の場所に、ぞうきんを置きっぱなしにしない。） 
○ 始まりと終わりの時刻を守る。時間までは、きれいになるよう丁寧に取り組む。放送委員会の

掃除終了の放送を聞いてから、片付け、掃除の振り返りを行う。掃除が早く終わったからとい
って、早く掃除の反省会をしない。終了時刻まで、担当の掃除場所を離れない。 

下校 
〇 交通ルールを守り、安全に下校する。 

○ 下校中に通学路以外の道を通って帰らない。（田や畑、他人の土地へ入らない。） 

〇 なるべく 1人では帰らない。みんなで帰るように声をかける。 

○ 石や木の実等、投げたり、けったりしない。地域の人が驚いたり、迷惑になったりしないよう

な帰り方をする。 

○ 知らない人にはついていかない。 

その他 
○ 欠席や遅刻の時は、８：００～８：１５の間に電話する。登校班長へも連絡する。 

〇 上履きを忘れた時は、学校の上履きを貸してもらい、使った上履きは家で洗って持ってくる。 

○ 熱中症予防と水飲み場の混雑緩和のため、水筒を持参できる。休み時間や体育、校外学習な

ど、適宜活動に応じて利用する。 

 

校外生活 
○ 家の人と、「出かけるときの約束」を決めておく。遊びに行くときは、「帰る時刻」「行く

場所」「誰と遊ぶか」を知らせておく。 

○ 危ないところに近づかない。（工事現場、資材置き場、がけの側、川の中、山の中等。） 

○ 危険な遊びはしない。（火遊び、石投げ等。） 

○ 自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶる。 

○ お金や物の貸し借りはしない。 

○ 放課後に学校の校庭で遊ぶ場合は、職員室にあいさつをして許可をもらってから遊ぶ。（休

日や長期休暇は、原則校庭の使用はできない。）学校のボールなど学校のものの貸し出しはで

きない。また、帰るときも職員室へ声をかけて帰る。 

〇 放課後、学校に自転車を乗ってきた場合は、決められた場所（正門を入って左手奥）に自転

車を置く。 
 

緑小学校  

みんなのやくそく  

学習用タブレット端末の心得 
〇 タブレット端末は学習のために使う。 

○ タブレット端末は村から貸していただいているものなので、自分のものと同じように大切に

扱う。 

〇 友達を傷つけたり、人にめいわくをかけたりしない。 

○ 先生たちは、たまにタブレット端末の中身をチェックする。 

〇 学習のための使い方ができていないと判断した時には、タブレットを貸すことはできない。 


